
                       

 

平成２８年５月１３日 

都市局 

「都市農業振興基本計画」を閣議決定 

～農地を都市に「あるべきもの」へと転換～ 

 

 

 

 

 

 

 

１．趣旨 

 本計画は、都市農業振興基本法第９条に基づき、都市農業の振興に関する施策に

ついての基本的な方針、都市農業振興に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施

策等について定めた計画です。 

 

２．概要 

本計画では、都市農地を農業政策、都市政策の双方から再評価し、これまでの「宅

地化すべきもの」とされてきた都市農地を、都市に「あるべきもの」とすることを

明確にしました。この上で、「都市農業の多様な機能の発揮」を中心的な政策課題に

据え、都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針について示しました。 

この基本的な方針の実現に向け、今後講ずべき施策として、的確な土地利用に関

する計画の策定等について取組むこととしています。 

 

３．閣議決定日 

平成 28年５月 13日（金） 

 

４．添付資料 

・都市農業振興基本計画（概要） 

・都市農業振興基本計画 

 

 

      

 

 

 

【お問い合わせ先】 

国土交通省 都市局 都市計画課   野村、下出 

電話（代表）：03-5253-8111（内線：32643、32664） 

 電話（直通）：03-5253-8409 

 ＦＡＸ：03-5253-1590    

本日、都市農業振興基本法（平成 27年法律第 14号）に基づき、「都市農業振興基本計

画」が閣議決定されました。本計画では、都市農地を、これまでの「宅地化すべきもの」

から、都市に「あるべきもの」へと明確にし、必要な施策の方向性を示しています。 

今後、計画の具体化に向け、農林水産省を始めとする関係省庁と連携を図りながら、

取組を推進してまいります。 

 

 


